
狭山市小規模工事受注希望者登録要領 

 

１ 目的 

  狭山市内の建設工事及び修繕工事の請負事業者で、建設業法に定める建設業許可

を受けていないなどの理由により、狭山市建設工事請負等競争入札参加者の資格等

に関する規程（平成２９年告示第１３４号、以下「規程」という。）に基づく入札参

加の資格審査を受けることができない者を対象に、狭山市が発注する小規模な工事

や修繕等（以下「小規模工事」という。）の受注を希望する者の登録を受付け、見積

徴収の際の選定資料とすることにより、小規模事業者の受注機会の拡大を図るもの

である。 

２ 登録できる者 

  受注希望者名簿へ登録をすることができる者は、狭山市内に主たる事業所を有す

る法人または個人とする。ただし、次に掲げる者を除く。 

 ⑴ 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者（特別の理由が

ある場合を除く。） 

 ⑵ 市税およびその延滞金（以下「市税等」という。）を滞納している者 

⑶ 規程に基づく入札参加資格者名簿（建設工事の請負）に登載されている者 

 ⑷ 希望業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者 

３ 対象となる契約 

  狭山市契約規則（昭和５８年規則第３５号）第２１条の規程により随意契約によ

ることができる、予定価格が２００万円を超えない建設工事及び修繕工事であり、

その契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められるものと

する。 

４ 登録の方法 

小規模工事の受注を希望する者は、次に定める書類を総務部契約検査課に提出し 

なければならない。 

  ア 小規模工事受注希望者登録申請書（様式第１号） 

  イ 法人にあっては商業登記簿謄本、個人にあっては代表者の身分証明書 

  ウ 資格及び免許等が必要な業種を希望する者にあっては、その資格者証や免許

証等の写し 

  エ 業務経歴書 

５ 登録の有効期間 

  登録の有効期間は市長が別に定める。ただし、登録の有効期間の途中で登録され



た者については、当該登録以後最初に到来する登録の有効期間の満了日までを有効

期間とする。 

６ 登録者名簿への登載 

  各月の２０日（休日にあたる場合は、その前日）までに申請のあったものは、翌

月の名簿に登載する。 

７ 登録事項の変更の届出 

  事業者は、申請事項に変更が生じた場合は、小規模工事受注希望者登録事項変更

届（様式第２号）により、又は当該様式に準じ作成した書面により、遅滞なくその

旨を届出すること。 

８ 登録者名簿からの抹消 

  登録者名簿に掲載されている者が、２に規定する登録要件に該当しなくなった場

合及び契約に関して不正又は不誠実な行為等があった場合は、登録を抹消するもの

とする。 

  不正又は不誠実な行為等により名簿から抹消した者については、登録を抹消した

日の翌日から起算して２年を経過するまで登録できないものとする。 

９ 契約保証金 

  この要領に基づく名簿に登録された者との契約締結に際しては、狭山市契約規則

第３０条第６号の規程に基づき、契約保証金の納付を免除する。 

   附  則 

１ この要領は、平成１２年２月１日から施行する。 

２ この要領の施行の日から平成１２年３月３１日までの間においては、第２項第１

号中「成年被後見人及び被保佐人」とあるのは「禁治産者及び準禁治産者」とする。 

   附  則（平成１３年１０月１２日決裁） 

 この要領は、平成１３年１０月１５日から施行する。 

   附  則（平成３０年１月１１日決裁） 

 この要領は、平成３０年１月１１日から施行する。 

附  則（平成３１年２月１日決裁） 

 この要領は、平成３１年２月１日から施行する。 

附  則（令和２年２月２８日決裁） 

 この要領は、令和２年３月２日から施行する。 

附  則（令和４年２月１７日決裁） 

 この要領は、令和４年２月２１日から施行する。 

 



附  則（令和７年３月２８日決裁） 

 この要領は、狭山市契約規則の一部を改正する規則（令和７年規則第１９号）の施

行の日から施行する。 



様式第１号 

狭山市小規模工事受注希望者登録申請書 

年  月  日 

（あて先）狭 山 市 長 
 私は、狭山市が発注する小規模工事の受注を希望しますので、次のとおり登録を申請します。 

あわせて申請にあたり、狭山市が市税等の納付状況について確認することを承諾します。 

 
１ 登録情報 

住  所 
〒３５０－      

狭山市 

フ リ ガ ナ 

商 号 又 は 名 称 

 

 

フ リ ガ ナ 

代表者職・氏名 

 

 

法 人 番 号              

電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

ＰＣメールアドレス  

※１ 申請書には、業務経歴書、個人事業主にあっては身分証明書、法人にあっては商業登記簿謄本（写）

を添付してください。 

 ２ 法人番号は法人の場合のみ記入してください。個人事業主の場合は記入の必要はありません。 

 ３ 担当者の電子メールアドレスを記入してください。（携帯電話のアドレス不可） 

 

２ 希望業種 

番号 登録希望業種（簡潔に記載のこと） 
 資格等が必要な場合、 

その種類・名称等 

１   

２   

３   

４   

５   

※１ 資格・免許等が必要な業種は、それらの名称等を記入し、許可証等の写しを添付してください。 

 

 

３ 留意事項 

登録申請に際し、市税等の納付状況について確認するため、当申請書の写しが収税課に提供されます。 

 



様式第２号 

狭山市小規模工事受注希望者登録事項変更届 

年  月  日 

 

（あて先）狭 山 市 長 

 

住  所 

届出者 商号又は名称 

代表者氏名               

 

 

狭山市小規模工事受注希望者登録申請書の申請事項に変更が生じましたので、下記

のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 変更年月日      年  月  日 

２ 変更事項 

変更後 

 

変更前 

 

 


